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市民文教委員会
■太田市自転車等駐輪場条例の一
部改正について
説明　市営駐輪場のうち、令和７年４
月１日から太田市治

じ ろ え ん ば し

良門橋駅前自転
車等駐輪場を無料化することに伴い、
所要の改正を行うものです。
問　当該駐輪場を無料化とした理由
について伺います。
答　設置当初は無料としていました
が、道路上への自転車の散乱などが
見受けられたことから、生活環境の維
持や利便性向上のために、平成２２年
度より有料化しました。近年の利用者
減に伴う放置自転車の減少により良
好な環境が保たれていること、管理委
託料の赤字が継続したことから無料化
とすることとなりました。
問　無料化により、再度自転車散乱な
どの環境悪化が懸念されますが、対策
について伺います。
答　現在、週に２回シルバー人材セン
ターへ藪塚駅前と三枚橋駅前の駐輪
場の巡回と自転車の整理を委託してお
り、7年度から治良門橋駅前について
も巡回をお願いするほか、所管課にお
いても定期的に状況を確認し、自転車
の散乱などが見受けられる場合には対
応していきたいと考えています。
■その他の質問
◦駐輪場利用者への周知状況の確

認について
審査結果　原案可決

■太田市立学校給食センター設置条
例の廃止について
説明　令和７年４月１日に太田市立新
田学校給食センターを廃止することに
伴い、条例を廃止するものです。
問　今後の学校給食運営の方針につ
いて伺います。
答　自校方式による運営を基本とする
中で、小・中学校間の距離や各給食室
の築年数を考慮しながら、親子方式や
単独校方式を推進することで柔軟に
対応していきたいと考えています。
■その他の意見
◦毛里田小学校における親子方式の
検証を踏まえた更なる効率化について
審査結果　原案可決

■太田市家庭的保育事業等の設備
及び運営に関する基準を定める条例
の一部改正について
説明　栄養士法の改正に伴い、「栄養
士」の配置を求めていた規定について、
栄養士免許を有さない管理栄養士を
配置した場合についても同要件を満た
すことができることとするため、本条例
について所要の改正を行うものです。
審査結果　原案可決

■太田市保育士修学資金貸付条例
の一部改正について
説明　市内の保育所などの保育士不
足を解消し、保育の質の向上と潜在的
待機児童の解消を図るもので、保育士
希望者が本制度をさらに利用しやすい
ものとするため、資金の貸し付けと返
還免除となる保育所の要件について、
所要の改正を行うものです。
問　対象施設として幼稚園を新たに
追加したことについて伺います。
答　幼稚園でも預かり保育のニーズ
が増えており、保育士の確保が必要と
なっている状況があることから、幼稚園
を追加することによって、施設への支援
に加え、保育士を目指す人の就職先の
間口を広げることができると考えてい
ます。
問　本条例の時限措置が終了する令和
８年度以降の対応について伺います。
答　社会情勢などを勘案して、本制度
の継続について検討していきたいと考
えています。
■その他の質問
◦当該修学資金の返還免除実績と返
還免除期間について
審査結果　原案可決

■太田市放課後児童クラブ条例の一
部改正について
説明　九合児童館内に「九合児童館
放課後児童クラブ」を開設するため、
所要の改正を行うものです。
問　九合児童館を選定した理由につ
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いて伺います。
答　九合地区には、中央小学校、九合
小学校、旭小学校の３校があります
が、中央小学校はこどもプラッツを開
設せずに放課後児童クラブのみで充
足しているため、九合小学校と旭小学
校のほぼ中間地点にある九合児童館
を選定しました。
問　九合児童館までの移動時におけ
る児童の事故や、怪

け が

我が懸念されます
が、対策について伺います。
答　新１年生については４週間程度、２
年生以上については２週間程度、職員
が各学校まで迎えに行き、集団で児童
館までの決められた道を通り、放課後
児童クラブまで来るための練習を行い
たいと考えています。
審査結果　原案可決

■太田市放課後児童健全育成事業
の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部改正について
説明　厚生労働省の放課後児童健全
育成事業実施要綱の改正に伴い、放
課後児童支援員の要件の緩和などを
図るため、所要の改正を行うものです。
問　放課後児童支援員研修について
伺います。
答　県が主催し、年１度５日間、開催し
ており、支援員として最低限必要な知
識の習得や、実践する際の基本的な考
え方を認識してもらうことを目的として
実施しています。
問　本研修の修了まで２年間の猶予
を設けた理由について伺います。
答　年１度の開催で、すべての科目を
受講しなければ修了とならず、欠席し
た場合は、翌年度に不足分を受講する
必要があることから、２年間の猶予を
設けています。
■その他の質問
◦放課後児童支援員の配置基準など
について
審査結果　原案可決

■太田市指定介護予防支援等の事
業の人員及び運営並びに指定介護予
防支援等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準等を
定める条例の一部改正について
説明　厚生労働省で定める「指定介
護予防支援等の事業の人員および運
営ならびに指定介護予防支援等に係
る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準」の改正に伴い、改
正後の省令と同様の基準を定めるた
め、所要の改正を行うものです。
審査結果　原案可決

■太田市地域包括支援センターの人
員及び運営に関する基準を定める条
例の一部改正について
説明　厚生労働省令で定める介護保
険法施行規則の改正に伴い、地域包
括支援センターにおける職員配置の
柔軟化を図るため、所要の改正を行う
ものです。
問　複数圏域での柔軟な職員配置が

可能になったことによる効果について
伺います。
答　複数の圏域で人員を融通するた
め、１つの法人が複数の圏域運営を受
託している場合や市町村が直営で包
括運営し、複数圏域を設定している場
合において有効です。
■その他の質問
◦職員の員数の常勤換算方法と複数
圏域での職員配置の考え方について
審査結果　原案可決

■太田市土砂等による埋立て等の規
制に関する条例の一部改正について
説明　土砂などによる埋立てなどに関
する規定を定めるとともに、宅地造成
等規制法の法律名・目的も含めた抜
本的な改正に伴い、所要の条文の整
備を行うものです。
問　土砂条例が許可制から届出制と
なる経緯について伺います。
答　土壌汚染の防止、土砂の流出、崩
落などを規制するために許可制の土
砂条例が施行されていました。熱海市
で発生した土砂災害を受け、令和５年
に全面改正された「宅地造成及び特
定盛土等規制法」は、土砂の流出や崩
落の防止についても規定がなされてい
ますが、土壌汚染の部分については規
定がないことから、土砂条例を届出制
とすることで安全性の担保を図りたい
と考えています。
問　許可制から届出制となることで生
じるリスクが懸念されますが、伺います。
答　事前の届け出として、土壌汚染の恐
れのある土砂が搬入されないよう搬入
計画の提出や、土壌基準の検査結果の
提出を課しており、搬入時期の中間検査
なども環境対策課が行うなど、汚染対策
措置を講じていきたいと考えています。
■その他の質問
◦それぞれの条例を所管する部署に
ついて
◦クロスチェックの有無などについて
審査結果　原案可決

■太田市手数料条例の一部改正につ
いて
説明　宅地造成等規制法の一部を改
正する法律により、盛土などの安全の
確保を図るため、中間検査が新設され
たことに伴い、当該事務の手数料を追
加するものです。また、脱炭素社会の
実現に資するための建築物のエネル
ギー消費性能の向上に関する法律な
どの一部を改正する法律により、建築
物の確認申請と完了検査申請の手数
料について、所要の改正を行うもので
す。
審査結果　原案可決

■太田市建築物のエネルギー消費性
能の向上等に関する法律関係手数料
条例の一部改正について
説明　脱炭素社会の実現に資するた
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問　再調査委員会での調査結果の公
表について伺います。
答　原則公表していく予定ですが、被
害者家族の意向や公表した際の関係
者への影響などを考慮して総合的に
判断されることから、最終的には委員
の協議によって決定されます。
審査結果　原案可決

■刑法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係条例の整理に関する条
例の制定について
説明　懲役と禁錮が廃止され、新たに
拘禁刑が創設されることに伴い、本市
の条例の条文に含まれる「懲役」と

「禁錮」を「拘禁刑」に改正する整理
条例を制定するものです。
審査結果　原案可決

■財産の処分について
説明　太田国際貨物ターミナル条例
の廃止に伴い、本市が所有する財産
の売り払いを行うものです。
問　予定価格の積算根拠について伺
います。
答　土地、建物ともに不動産鑑定によ
り価格を決定しています。
問　処分の方法について伺います。
答　売却地の一部に契約の相手方で
ある株式会社太田国際貨物ターミナ
ルが所有する建物があり、今後も通関
業務などを継続して行うことから、入札
とせず、随意契約としました。
審査結果　原案可決




